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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人プロジェクトマネジメント学会

（SPM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべき

との申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Guidance on project management 

 
序文 

この規格は，2012 年に第 1 版として発行された ISO 21500 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

この規格は，プロジェクトの実施に重要で，かつ，影響を及ぼすプロジェクトマネジメントの概念及び

プロセスに関する包括的な手引を提供する。 

この規格が対象とする利用者は，次の者を想定している： 

－ 上級管理者及びプロジェクトスポンサ：プロジェクトマネジメントの原則及び実務の理解を深めて，

プロジェクトマネージャ，プロジェクトマネジメントチーム及びプロジェクトチームへの適切な支援

及び指導を行いやすくする。 

－ プロジェクトマネージャ，プロジェクトマネジメントチーム及びプロジェクトチームの構成員：自ら

のプロジェクト標準及び実施標準をほかのプロジェクト標準及び実施標準と比較するための共通の基

盤をもてるようにする。 

－ 国家又は組織の規格の作成者：ほかのプロジェクトマネジメント規格と中核レベルで一貫性のあるプ

ロジェクトマネジメント規格の作成に使用する。 

 

1 適用範囲 

この規格は，公共，民間又は地域の組織を含むあらゆる種類の組織が，複雑さ，規模又は期間に関係な

く，あらゆる種類のプロジェクトに使用するプロジェクトマネジメントの手引を示す。 

この規格は，プロジェクトマネジメントにおける適切な実践のための概念及びプロセスについて，上位

の手引を提供する。プロジェクトは，プログラム及びプロジェクトポートフォリオの文脈の中で考えられ

るものであるが，この規格は，プログラム及びプロジェクトポートフォリオのマネジメントに関する詳細

な手引は提供しない。一般的なマネジメントに関する題目は，プロジェクトマネジメントの文脈に限り扱

う。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 21500:2012，Guidance on project management（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 


